
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
水平面に対する接眼レンズの光軸の角度を変更する鏡筒角変更手段と

記接眼レンズを保持する接眼レンズ保持部 記鏡筒角変更手段のレンズ群との距離を
伸縮する伸縮手段とを有する顕微鏡用鏡筒において、
　前記鏡筒角変更手段と前記伸縮手段とを連動させる連動手段を設けたことを特徴とする
顕微鏡用鏡筒。
【請求項２】

　

　

　 を設けたことを特徴とす
微鏡用鏡筒。

【請求項３】
前記 ことを特徴とする請求項１ま
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、
前 と前

観察光路を形成する複数の光学素子を設けた本体部と、
前記本体部に設けられ、前記本体部から出射された観察光を反射する反射光学素子と前記
観察光を平行光束にする平行光束形成レンズとを有する、水平面に対する接眼レンズの光
軸の角度を変更する鏡筒角変更手段と、

前記平行光束形成レンズから出射された平行光束を入射し接眼レンズに向けて観察光を
出射する結像レンズを有する、前記接眼レンズを保持する接眼レンズ保持部と、

前記接眼レンズ保持部の前記結像レンズと、前記鏡筒角変更手段の前記平行光束形成レ
ンズの間の平行光束部の距離を伸縮する伸縮手段と、を有する顕微鏡用鏡筒において、

前記鏡筒角変更手段と前記伸縮手段とを連動させる連動手段 る
顕

連動手段の有効と無効とを切り替える切替手段を設けた



たは２記載の顕微鏡用鏡筒。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、鏡筒角が変更可能な顕微鏡用鏡筒に関する。
【０００２】
【従来の技術】
より快適な検鏡姿勢を提供するために、検鏡者の体格や好みに合わせて、アイポイントの
高さを調節する手段として、鏡筒の鏡筒角（水平面に対する接眼レンズの光軸の角度）を
変更する手段は広く知られている。しかしながら、アイポイントの高さを調節するために
鏡筒角を調節すると、図８に示すように、アイポイントの遠さ（検鏡者の眼と顕微鏡との
水平距離）が変化し、すなわち、アイポイントを高くするとアイポイントの遠さが近くな
る。アイポイントを高くする検鏡者は大柄の人であり、アイポイントの遠さが近くなると
検鏡作業がし難くなって疲労が増大するという欠点があった。この欠点の解決手段として
、特開平１０－１４２４７３号公報に開示されているように、アイポイントの顕微鏡から
の遠さを調節する手段として、検鏡者の体格や好みに合わせて、鏡筒角を調節するととも
に、接眼レンズ保持部を伸縮可能とする技術が知られている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかるに、特開平１０－１４２４７３号公報に開示されている技術では、鏡筒角を調節す
る作業と接眼レンズ保持部を伸縮させる作業とを個別に行う必要があり、検鏡者にとって
は煩わしいという問題点があった。
【０００４】
本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたもので、請求項１または２に係る発明の課
題は、アイポイントの高さを調節してもアイポイントの遠さが検鏡者の体格や好みに合い
、かつ操作性のよい顕微鏡用鏡筒を提供することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、請求項１に係る発明は、水平面に対する接眼レンズの光軸の
角度を変更する鏡筒角変更手段と 記接眼レンズを保持する接眼レンズ保持部 記鏡
筒角変更手段のレンズ群との距離を伸縮する伸縮手段とを有する顕微鏡用鏡筒において、
前記鏡筒角変更手段と前記伸縮手段とを連動させる連動手段を設けた。
【０００６】
請求項 に係る発明の顕微鏡用鏡筒では、鏡筒角変更手段と伸縮手段とを連動させる連動
手段を設けたことにより、検鏡者が鏡筒角を調節するために鏡筒角変更手段を作動させる
と、これに連動して伸縮手段が作動し、接眼レンズ保持部が移動してアイポイントの遠さ
を所定の範囲に保持する。
【０００７】
　請求項２に係る発明の顕微鏡用鏡筒では、

　また、請求項３に係る発明の顕微鏡用鏡筒では、上記作用に加え、

【０００８】
【発明の実施の形態】
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、前 と前

１

観察光路を形成する複数の光学素子を設けた
本体部、本体部から出射された観察光を反射する反射光学素子と前記観察光を平行光束に
する平行光束形成レンズとを有する鏡筒角変更手段、平行光束形成レンズから出射された
平行光束を入射し接眼レンズに向けて観察光を出射する結像レンズを有する接眼レンズ保
持部、及び、接眼レンズ保持部の前記結像レンズと、前記鏡筒角変更手段の前記平行光束
形成レンズの間の平行光束部の距離を伸縮する伸縮手段を備えた構成で、請求項１に係る
発明と同様な効果を発揮させることができる。

連動手段の有効と無
効とを切り替える切替手段を設けたことにより、鏡筒角の調節と接眼レンズ保持部の伸縮
とを連動させる場合と、個別に調節する場合とを選択できる。



以下、具体的な実施の形態について説明する。
【０００９】
（実施の形態１）
図１～図３は実施の形態１を示し、図１は顕微鏡用鏡筒の一部を破載した側面図、図２は
顕微鏡用鏡筒の側面図、図３は変形例の顕微鏡用鏡筒の側面図である。
【００１０】
図１において、観察光路を形成するＡレンズ群１０、プリズム１４およびミラー１６を内
蔵した本体部１には、鏡筒角を変更するための回動部材２が回動自在に取着されている。
また、観察光を反射するミラー３を保持するミラー保持部材４が、回動部材２と同軸に回
動自在に取着されている。このミラー保持部材４は、回動部材２の回動角に対して１／２
の回動角で回動するように、図示しないギヤ、ベルト、リンク等で回動部材２と連動する
機構となっている。回動部材２には、ミラー３にて反射した観察光を平行光束にする鏡筒
角変更手段のレンズ群としてのＢレンズ群１１が配設されている。これにより、観察光は
常に回動部材２の回動角に連れて回動するミラー３にて反射し、Ｂレンズ群１１を透過し
て平行光束になり、アイポイント高さを調節するために、回動部材２を回動させて、鏡筒
角を変化させても一定の像を接眼レンズ５に導くことができる。回動部材２、ミラー３、
ミラー保持部材４およびＢレンズ群１１により鏡筒角変更手段を構成している。
【００１１】
回転部材２には、Ｂレンズ群１１の下方前方に、双眼部保持部材７を支持するメスアリ２
ｂを形成した支持アーム２ａが突設されている。支持アーム２ａ上には、双眼部保持部材
７が配設され、下面に取着されたスライドアリ８とメスアリ２ｂとが摺動自在に嵌合し、
観察光軸と平行して移動可能になっている。支持アーム２ａ、メスアリ２ｂおよびスライ
ドアリ８により伸縮手段を構成している。双眼部保持部材７には、結像レンズ群９が配設
され、Ｂレンズ群１１から出射される平行光束を入射し接眼レンズ５に向けて観察光を出
射する。また、双眼部保持部材７は、観察光を左右の光路に分割し、双眼部６を保持する
。双眼部６は、左右に接眼レンズ５をそれぞれ保持している。接眼レンズ５、双眼部６、
双眼部保持部７および結像レンズ群９により接眼レンズ保持部を構成している。結像レン
ズ群９に入射する光線が平行光束となるように、Ａレンズ群１０およびＢレンズ群１１を
配置することで、顕微鏡からのアイポイントの遠さを調節するために双眼部保持部材７を
移動させても一定の像を得ることができる。なお、双眼部保持部材７の直進ガイドとして
スライドアリを用いたが、これに替えてボールガイドや棒ガイドなどでも構わない。
【００１２】
図２に示すように、本体部１の上部には、カム溝１２ａを形成したカム１２が取着されて
いる。一方、双眼部保持部材７の側面には、カム１２のカム溝１２ａに係合する従動部材
１３が取着されている。ここで、カム１２のカム溝１２ａの形状は、アイポイントの高さ
を調節してもアイポイントの遠さが変わらないように設定されている。本体部１、カム１
２および従動部材１３により連動手段を構成している。
【００１３】
つぎに、顕微鏡用鏡筒の作用について説明する。鏡筒角を大きくするために、検鏡者が回
動部材２を回動させると、従動部材１３がカム１２のカム溝１２ａに倣い、双眼部保持部
材７のスライドアリ８が、支持アーム２ａ上のメスアリ２ｂ内を摺動し、双眼部保持部材
７を検鏡者の方向に押し出す。アイポイントの高さを調節するために、鏡筒角を変えても
、アイポイントの遠さ（検鏡者の眼と顕微鏡との水平距離）は変化することがない。
【００１４】
本実施の形態によれば、アイポイントの高さを調節するために、鏡筒角を変えても、アイ
ポイントの遠さが変わらないので、検鏡者は所望のアイポイントを得るために鏡筒角のみ
を調節すればよく、操作性のよい顕微鏡用鏡筒を得ることができる。
【００１５】
本実施の形態では、カム１２のカム溝１２ａの形状は、アイポイントの高さを変えても遠
さは変わらないように設定したが、アイポイントを高くする検鏡者は大柄の人であり、よ
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り顕微鏡の鏡体から遠いアイポイントを必要とすると考えるのであれば、図３に示すよう
に、アイポイントを高くすると遠くなるように、カム１５のカム溝１５ａを設定すれば良
い。
【００１６】
（実施の形態２）
図４～図６は実施の形態２を示し、図４は顕微鏡用鏡筒の側面図、図５は切替手段の有効
状態を示す平面断面図、図６は切替手段の無効状態を示す平面断面図である。本実施の形
態は、実施の形態１に連動手段の切替手段を付設したものであり、他の部分は実施の形態
１と同様のため、異なる部分のみ説明し、同一の部材には同一の符号を付すとともに、同
様の部分の一部の図と説明を省略する。
【００１７】
図４において、本体部１の上部には、カム溝２１ａを形成したカム２１が取着されている
。一方、双眼部保持部材７の側面には、図５に示すように、カム２１のカム溝２１ａに係
合する従動部材２２が、ツマミ２３により矢印Ａの方向に移動可能に取付けられている。
ツマミ２３は双眼鏡筒保持部材７に螺合し、双眼鏡筒保持部材７と従動部材２２との間に
はバネ２４が介装されており、従動部材２２の先端部２２ａがカム溝２１ａから離脱する
方向に付勢されている。従動部材２２、ツマミ２３およびバネ２４により切替手段を構成
している。その他の構成は実施の形態１と同様である。
【００１８】
つぎに、顕微鏡用鏡筒の作用について説明する。図５に示すように、ツマミ２３をバネ２
４の弾発力に抗して締め込むと、従動部材２２が矢印Ａの方向に前進し、その先端部２２
ａがカム２１のカム溝２１ａに係合し、アイポイントの高さ調節に遠さ調節が連動し、連
動手段は有効となる。また、図６に示すように、ツマミ２３を緩めるとバネ２４の弾発力
によって従動部材２２が矢印Ａの方向に後退し、従動部材２２の先端部２２ａがカム２１
のカム溝２１ａから離脱し、アイポイントの高さ調節と遠さ調節との連動が解除され、連
動手段は無効となる。その他の作用は、実施の形態１と同様である。
【００１９】
本実施の形態によれば、実施の形態１の効果に加えて、検鏡者の体格や好みに合わせて、
アイポイントの高さ調節と遠さ調節とを連動させる場合と個別に調節する場合とを任意に
選択することができる。
【００２０】
（実施の形態３）
図７は実施の形態３を示し、顕微鏡用鏡筒の側面図である。本実施の形態は、実施の形態
１と連動手段のみが異なり、他の部分は実施の形態１と同様のため、異なる部分のみ説明
し、同一の部材には同一の符号を付すとともに、同様の部分の一部の図と説明を省略する
。
【００２１】
図７において、双眼保持部材７の側面にラック３１が固着されている。また、回動部材２
の支持アーム２ａの側面には、ラック３１と噛合するピニオン３２が回動自在に取着され
ている。一方、本体部１の上部側面には、固定ギヤ３４が固着されており、ピニオン３２
と固定ギヤ３４との双方に噛合するように、中間ギヤ３３が回動部材２の支持アーム２ａ
の側面に回動自在に取着されている。ラック３１、ピニオン３２、中間ギヤ３３および固
定ギヤ３４により連動手段を構成している。その他の構成は実施の形態１と同様である。
【００２２】
つぎに、顕微鏡用鏡筒の作用について説明する。鏡筒角を変更するために、回動部材２を
回動させると、中間ギヤ３３が固定ギヤ３４のピッチ円上を回動し、ピニオン３２を回転
させる。ピニオン３２はラック３１を直進移動させ、双眼部保持部材７を伸縮運動させる
。その他の作用は実施の形態１と同様である。
【００２３】
本実施の形態によれば、実施の形態１のように、アイポイントの高さを変えても、遠さが
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全く変わらないということはないが、図７に示すように、実施の形態１の場合の軌跡に近
似の軌跡を描いて、アイポイントの遠さは殆ど変化しない。
【００２４】
本実施の形態では、鏡筒角変更手段と接眼レンズ保持部の伸縮手段との連動手段に、ギヤ
機構を用いたが、これに替えて、ベルトやリンクまたはこれらと歯車とを組み合わせた機
構を用いてもよい。
【００２５】
【発明の効果】
請求項 に係る発明によれば、検鏡者が鏡筒角を調節するために鏡筒角変更手段を作
動させると、これに連動して伸縮手段が作動し、接眼レンズ保持部が移動してアイポイン
トの遠さを所定の範囲に保持するので、アイポイントの高さを調節してもアイポイントの
遠さが検鏡者の体格や好みに合い、かつ操作性のよい顕微鏡用鏡筒を提供することができ
る。
【００２６】
請求項 に係る発明によれば、上記効果に加え、鏡筒角の調節と接眼レンズ保持部の伸縮
とを連動させる場合と、個別に調節する場合とを選択できるので、検鏡者は自己の体格や
好みに合わせて自由に操作することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施の形態１の顕微鏡用鏡筒の一部を破載した側面図である。
【図２】実施の形態１の顕微鏡用鏡筒の側面図である。
【図３】実施の形態１の変形例の顕微鏡用鏡筒の側面図である。
【図４】実施の形態２の顕微鏡用鏡筒の側面図である。
【図５】実施の形態２の切替手段の有効状態を示す平面断面図である。
【図６】実施の形態２の切替手段の無効状態を示す平面断面図である。
【図７】実施の形態３の顕微鏡用鏡筒の側面図である。
【図８】従来技術の欠点の説明図である。
【符号の説明】
１　本体部
２　回動部材
２ａ　支持アーム
２ｂ　メスアリ
３　ミラー
４　ミラー保持部材
５　接眼レンズ
６　双眼部
７　双眼部保持部材
８　スライドアリ
９　結像レンズ群
１１　Ｂレンズ群
１２　カム
１３　従動部材
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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